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保
育
園
利
用
者
が
負
担
す
る
保

育
料
を
４
月
１
日
か
ら
下
表
の
通

り
改
定
し
ま
す
。　

年
度
の
税
源

１９

移
譲
に
よ
り
、
所
得
税
お
よ
び
地

　　　　　　　　　　　　　　　保育料月額基準 ２０年４月１日現在　

３歳未満児
金額（円）

３歳以上児
金額（円）条　　　　　件階層

区分

００被保護世帯Ａ

一　

般　

分　

徴　

収　

金　

額

００ひとり親世帯等で前年度分の市町村民税非課税世帯Ｂ１

１，５００１，０００ひとり親世帯等を除き前年度分の市町村民税非課税世帯Ｂ２

３，５００２，２００前年度分の市町村民税のうち均等割のみの世帯Ｃ１

４，５００３，１００　　〃　　市町村民税のうち所得割１万円未満の世帯Ｃ２

５，５００３，９００　　〃　　市町村民税のうち所得割１万円以上の世帯Ｃ３

８，５００７，１００前年分の所得税課税額３千円未満の世帯Ｄ１

１１，１００９，７００　〃　　所得税課税額３千円以上１万円未満の世帯Ｄ２

１３，６００１２，２００　〃　　所得税課税額１万円以上２万２千円未満の世帯Ｄ３

１６，１００１４，４００　〃　　所得税課税額２万２千円以上４万５千円未満の世帯Ｄ４

２０，２００１６，３００　〃　　所得税課税額４万５千円以上６万２千円未満の世帯Ｄ５

２３，０００１８，５００　〃　　所得税課税額６万２千円以上７万７千円未満の世帯Ｄ６

２５，８００１９，９００　〃　　所得税課税額７万７千円以上９万円未満の世帯Ｄ７

２８，５００２１，２００　〃　　所得税課税額９万円以上１０万円未満の世帯Ｄ８

３０，５００２２，８００　〃　　所得税課税額１０万円以上１２万円未満の世帯Ｄ９

３２，７００２３，０００　〃　　所得税課税額１２万円以上２０万円未満の世帯Ｄ１０

３６，２００２３，３００　〃　　所得税課税額２０万円以上２７万円未満の世帯Ｄ１１

３９，４００２３，７００　〃　　所得税課税額２７万円以上３３万円未満の世帯Ｄ１２

４１，４００２４，１００　〃　　所得税課税額３３万円以上４０万円未満の世帯Ｄ１３

４６，５００２４，３００　〃　　所得税課税額４０万円以上５６万円未満の世帯Ｄ１４

４９，９００２４，９００　〃　　所得税課税額５６万円以上７３万円未満の世帯Ｄ１５

５２，６００２５，３００　〃　　所得税課税額７３万円以上の世帯Ｄ１６

一般分徴収金額の

Ｃ２階層と認定する
前年度分の固定資産税課税額４千円以上の世帯Ｃ１

付 
加 
徴 
収 
金 
額

一般分徴収金額の

Ｃ３階層と認定する
　　〃　　固定資産税課税額６千円以上の世帯Ｃ２

一般分徴収金額の

Ｄ１階層と認定する
　　〃　　固定資産税課税額８千円以上の世帯Ｃ３

一般分徴収金額の

Ｄ２階層と認定する
　　〃　　固定資産税課税額１万円以上の世帯Ｄ１

※Ｂ・Ｃ階層は前年度分の市区町村民税を、Ｄ階層は前年分の所得税課税額を条件にしています。
※３歳未満児とは、法第２４条第１項本文の規定による保育の実施がされた日の属する月の初日に
おいて３歳に達していない児童をいい、その児童がその年度途中で３歳に達した場合においても、
その年度中に限り３歳未満児とみなすものとする。なお、その児童がほかの保育所への保育の実
施の変更をした場合は、当該月の年齢とする。

　
【
勤
務
内
容
】
保
育
補
助

　
【
雇
用
期
間
】４
月
４
日
〜
９
月

　

日
３０
　
【
勤
務
時
間
】月
曜
〜
金
曜
日
の

お
お
む
ね
午
前
９
時
半
〜
午
後
２

時
半
。
週
３
日
程
度

　
【
勤
務
場
所
】
わ
か
く
さ
学
園

　
【
時
給
】９
３
０
円
。
交
通
費
は

別
途
支
給

　
【
募
集
人
数
】
若
干
名

　

申
し
込
み
は
２
月　

日
（
金
）

１５

ま
で
に
、
履
歴
書
（
市
販
の
も
の

で
可
。
写
真
添
付
。
志
望
動
機
も

記
入
）
を
直
接
同
園
へ
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。
書
類
選
考
の
上
、
決

定
し
ま
す
。

　

※
提
出
さ
れ
た
履
歴
書
は
返
却

し
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
園�
４
７
５
・
７

４
７
６
へ
。

　

市
立
保
育
園
で
は
、
朝
夕
の
パ

ー
ト
保
育
士
と
、
産
休
･
育
休
･

病
休
等
の
代
替
と
し
て
の
臨
時
保

育
士
・
臨
時
栄
養
士
・
臨
時
調
理

員
の
登
録
を
随
時
募
集
し
て
い
ま

す
。

　

①
パ
ー
ト
保
育
士
＝
勤
務
時
間

は
午
前
７
時
〜
８
時
半
と
午
後
５

時
〜
６
時
半
（
し
ん
か
わ
保
育
園
、

ち
ゅ
う
お
う
保
育
園
、
は
く
さ
ん

保
育
園
は
午
後
７
時
ま
で
）。賃
金

は
１
時
間
当
た
り
１
０
１
０
円

　

②
臨
時
保
育
士
＝
勤
務
時
間
は

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時
。
賃
金

は
１
時
間
当
た
り
９
３
０
円

　

③
臨
時
栄
養
士
＝
勤
務
時
間
は

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時
。
賃
金

は
１
時
間
当
た
り
１
０
５
０
円

　

④
臨
時
調
理
員
＝
勤
務
時
間
は

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時
。
賃
金

は
１
時
間
当
た
り
９
３
０
円

　

※
い
ず
れ
も
有
資
格
の
方
。

　

希
望
さ
れ
る
方
は
、履
歴
書（
写

真
添
付
）
を
直
接
保
育
課
（
市
役

所
１
階
）
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
登
録
制
の
た
め
履
歴
書
は

返
却
し
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
育
係�
４
７

０
・
７
７
４
５
へ
。

　
【
勤
務
内
容
】学
童
保
育
所
ま
た

は
児
童
館
に
お
け
る
児
童
の
保
育

　
【
雇
用
期
間
】４
月
１
日
〜　

年
２１

３
月　

日
（
更
新
可
）

３１

　
【
勤
務
時
間
等
】月
曜
〜
土
曜
日

（
祝
日
を
除
く
）、月
１
２
８
時
間

以
内
（
変
則
勤
務
あ
り
）

　
【
募
集
人
数
】
８
人
程
度

　
【
賃
金
】
時
給
１
４
４
０
円
（
交

通
費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　
【
応
募
資
格
】
児
童
厚
生
一
、
二

級
指
導
員
ま
た
は
保
育
士
、
幼
稚

園
・
小
・
中
学
校
教
諭
の
資
格
を

有
す
る
お
お
む
ね　

歳
以
下
の
方

５０

　
【
応
募
書
類
】

市
販
履
歴
書

（
写
真
添
付
）、

資
格
証
明
書
の

写
し
、「
学
童
保

育
所
・
児
童
館
の
役
割
」
に
つ
い

て
の
考
え
や
意
見
を
原
稿
用
紙
で

８
０
０
字
以
内
に
ま
と
め
た
小
論

文
　

申
し
込
み
は
２
月
１
日
（
金
）

〜
８
日
（
金
）
の
午
前
８
時
半
〜

午
後
５
時
（
正
午
〜
午
後
１
時
と

土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）
に
、
応

募
書
類
を
直
接
子
育
て
支
援
課

（
市
役
所
２
階
）
へ
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。郵
送
不
可
。書
類
選
考
後
、

２
月　

日
（
月
）・　

日
（
火
）
に

１８

１９

面
接
の
上
、
決
定
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
児
童
係�
４
７

０
・
７
７
３
６
へ
。

 　

登
録
は
、
随
時
常
時
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

　
【
勤
務
内
容
】学
童
保
育
所
ま
た

は
児
童
館
に
お
け
る
児
童
の
保
育

の
補
助

　
【
勤
務
時
間
等
】月
曜
〜
土
曜
日

（
祝
日
を
除
く
）、月　

時
間
以
内

７５

（
変
則
勤
務
あ
り
）

　
【
賃
金
】
時
給
９
３
０
円
（
交
通

費
相
当
額
は
別
途
支
給
）

　

申
し
込
み
は
市
販
の
履
歴
書

（
写
真
添
付
）
を
直
接
子
育
て
支

援
課
（
市
役
所
２
階
）
へ
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
児
童
係�
４
７

０
・
７
７
３
６
へ
。

学
童
保
育
所
・
児
童
館 

臨
時
職
員
（
登
録
制
）

４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４
月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月
１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１
日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか
ららららららららららららららららららららららららららららら

４
月
１
日
か
ら

保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保
育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育
料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料
ををををををををををををををををををををををををををををを
改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改
定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定
ししししししししししししししししししししししししししししし
ままままままままままままままままままままままままままままま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

　
　
　

保
育
料
を
改
定
し
ま
す

方
税
の
税
率
が
大
き
く
変
更
さ
れ

ま
し
た
。
前
年
分
の
課
税
額
を
基

準
に
算
定
す
る
保
育
料
も
影
響
を

受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
市
の
厳
し
い
財
政
状
況

を
考
慮
し
て
、
保
育
料
月
額
基
準

表
の
条
件
の
見
直
し
に
つ
い
て
、

「
社
会
福
祉
審
議
会
」
に
諮
り
、

昨
年　

月
に
答
申
を
得
ま
し
た
。

１１

こ
の
答
申
を
踏
ま
え
、
昨
年
第
４

回
市
議
会
定
例
会
に
お
い
て
、
４

月
か
ら
保
育
料
を
改
定
す
る
条
例

案
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
、
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

　

改
正
点
は
、
所
得
税
お
よ
び
地

方
税
の
税
制
改
正
に
よ
る
影
響
を

踏
ま
え
、
各
世
帯
の
前
年
分
の
所

得
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
現
行
の
保

育
料
を
維
持
す
る
よ
う
階
層
区
分

ご
と
の
条
件
を
見
直
し
ま
し
た
。

　

今
後
と
も
保
育
環
境
の
整
備
と

保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
努
力
し

て
い
き
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
育
課
管
理
係�
４

７
０
・
７
７
４
５
へ
。

認証保育所・保育室・家庭福祉員一覧

定員電話番号所在地・住所名称・氏名

３０人４７５・０７７０
東本町１５－２ブランシー
ル第３東久留米１階

東久留米プチ・ク
レイシュ　（Ａ型）認証

保育所
１７人４７５・３３５３東本町８－１０誠ビル１階

つくし共同保育園
　　　　　（Ｂ型）

１２人４７１・７４０２金山町２－１０－２０たんぽぽ保育園保育室

　５人４２３・７１４０学園町一丁目浜名　紹代

家庭

福祉員

　５人４７１・７４２６中央町一丁目 山　蓉子

　５人４７５・９５８７前沢二丁目宮 　ミチ子

　４人４５８・１４７７前沢三丁目橋本　聖子

　５人０８０・３１２７・５９３２浅間町三丁目佐々木　真弓

　５人４７６・２４２８柳窪五丁目相澤　美香

　５人４５７・８９６６中央町一丁目滝澤　亜弓

※保育対象年齢…認証保育所は零歳～就学前、保育室・家庭福祉員は零歳～２歳。

認証保育所
保育室
家庭福祉員

　

認
証
保
育
所
や
保
育
室
、
家
庭

福
祉
員
は
、
都
ま
た
は
市
の
設
置

基
準
を
満
た
し
、
安
全
面
や
衛
生

面
に
十
分
配
慮
し
運
営
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
都
お
よ
び
市
が
運
営

費
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

利
用
を
希
望
す
る
方
は
、
各
施
設

お
よ
び
家
庭
福
祉
員
へ
直
接
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
（
下
表
参
照
）。

　

詳
し
く
は
保
育
課
保
育
係�
４

７
０
・
７
７
４
５
へ
。

　

認
証
保
育
所
と
は
、
大
都
市
特

有
の
多
様
な
保
育
ニ
ー
ズ
に
柔
軟

に
応
え
る
た
め
、
都
が
独
自
の
基

準
を
設
け
て
認
証
し
た
保
育
所
で

す
。
一
人
当
た
り
の
面
積
や
職
員

配
置
基
準
等
は
認
可
保
育
所
の
基

準
に
準
じ
て
い
ま
す
。
入
所
に
関

し
て
は
、
就
労
証
明
・
所
得
証
明

が
必
要
の
な
い
Ａ
型
（
零
歳
〜
５

歳
児
）
と
必
要
な
Ｂ
型
（
零
歳
〜

２
歳
児
）
が
あ
り
ま
す
。

　

保
育
室
と
は
、
定
員　

人
未
満

３０

の
小
規
模
な
保
育
施
設
で
、
柔
軟

で
き
め
細
や
か
な
保
育
を
特
徴
と

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
子
ど
も
た

ち
一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
大
切
に

し
な
が
ら
、
集
団
生
活
の
ル
ー
ル

も
身
に
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
心
掛

け
て
い
ま
す
。

　

家
庭
福
祉
員
と
は
、
保
育
士
や

教
員
の
資
格
を
持
つ
保
育
経
験
の

豊
富
な
方
で
、
自
宅
の
一
部
を
開

放
し
て
３
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を

お
預
か
り
し
て
い
ま
す
。
家
庭
的

な
雰
囲
気
の
中
で
、
ス
キ
ン
シ
ッ

プ
を
大
切
に
し
、
散
歩
や
外
遊
び

に
も
出
掛
け
て
伸
び
伸
び
と
保
育

し
て
い
ま
す
。

のご案内
　児童相談所と保健所との連携強化、既存庁舎の老朽化・狭

あい化への対応のため、小平児童相談所を移転します。

　【移転日】２月１２日（火）
　【移転先】多摩小平保健所庁舎３階（小平市花小金井１－３１
－２４）

　【電話番号】４６７・３７１１（これまでと変更はありません）
　【交通】①東久留米駅西口から西武バス「武蔵小金井駅」行
きで「青梅街道」下車、徒歩５分②西武新宿線花小金井駅か

ら徒歩１０分

　詳しくは同相談所へ。

小平児童相談所が移転します小平児童相談所が移転します
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型

・
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型

家

庭

福

祉

員

心
身
障
害
児
通
園
施

設
「
わ
か
く
さ
学
園
」 

臨

時

職

員

市
立
保
育
園
パ
ー
ト
・
臨
時 

保
育
士
、臨
時
栄
養
士
、

臨

時

調

理

員

非
常
勤
嘱
託
職
員 

（
児
童
厚
生
員
）


